
社会保険診療報酬支払基金 

平成３１年度の委託金が確定 

支払基金では、保険医療機関等に対して診療（調剤）報酬の迅速・適正な支払

いを担う目的から、保険者から期日までに診療（調剤）報酬が納入されない場合

や災害等により納入できない場合に不足する支払資金に充当するため、社会保険

診療報酬支払基金法及び保険者との契約に基づき、健康保険組合及び共済組合か

ら委託金の預託を受けています。 

この委託金額については、政令により診療報酬の 0.15 か月分相当額とされ、毎

年度決定することとされています。（計算式参照） 

この計算式に基づいて、各保険者の委託金額を算出した結果、平成 31 年度につ

いては、合計で約 560.8 億円となりました。また、算出した額が前年度の委託金

額と比較して 1 割以上変動する場合には、返還又は追加請求を行うこととされて

おり、240 保険者には返還（合計約 6.0 億円）、320 保険者には追加請求（合計

約 11.6 億円）を行うこととなりました。 

社会保険診療報酬支払基金

基本理念・私たちの使命 

私たちは、国民の皆様に信頼される専門機関として、診療報酬の「適正な審査」と

「迅速な支払」を通じ、国民の皆様にとって大切な医療保険制度を支えます。

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

社会保険診療報酬支払基金 広報室広報課 E-mail:honbu@ssk.or.jp 
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《委託金の算出の計算式》

当該保険者における前年度の 7月診療分から 9月診療分の最高額 × 0.15 か月


